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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側に遊技領域が画成された透明板の裏側に裏ユニットが取付けられる遊技盤を備え、
該遊技盤に発光演出を行なう発光装置が配設される遊技機において、
　前記透明板の裏面に前面を対向して透視可能に配置され、外周端面から内部に導入され
た光が反射することで前側から視認可能となる図柄が形成される透明パネルと、
　前記透明パネルに配設されて該透明パネルの特定の外周端面を覆う遮蔽部材と、
　前記遮蔽部材に配設され、前記透明パネルにおける遮蔽部材で覆われている特定の外周
端面に向けて光を照射する発光体を有する照明手段とを備え、
　前記遮蔽部材を前記裏ユニットの側壁側に臨ませて前記透明パネルが配置され、
　前記透明パネルにおける前記遮蔽部材で覆われていない外周端面を、前記遊技盤を構成
する透明板に配設された遮光とは異なる用途で用いられる構成部品で覆って、前記発光装
置からの光を遮るよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記裏ユニットに配設された図柄表示装置の図柄を変動表示可能な表示部が後方から臨
む開口部が形成された装飾部材が前記透明板の遊技領域に配設されると共に、前記裏ユニ
ットは装飾部材を囲繞する枠状に形成され、該装飾部材と裏ユニットの一方の側壁との間
に、前記遮蔽部材を該側壁側に臨ませて前記透明パネルが配置され、該透明パネルにおけ
る遮蔽部材で覆われる特定の外周端面とは反対側の外周端面を構成部品としての前記装飾
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部材で覆って前記発光装置からの光を遮るよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前側に遊技領域が画成された透明板の裏側に裏ユニットが取付けられる遊技盤を備え、
該遊技盤に発光演出を行なう発光装置が配設される遊技機において、
　前記透明板の裏面に前面を対向して透視可能に配置され、外周端面から内部に導入され
た光が反射することで前側から視認可能となる図柄が形成される透明パネルと、
　前記透明パネルに配設されて該透明パネルの特定の外周端面を覆う遮蔽部材と、
　前記遮蔽部材に配設され、前記透明パネルにおける遮蔽部材で覆われている特定の外周
端面に向けて光を照射する発光体を有する照明手段とを備え、
　前記遮蔽部材を前記裏ユニットの側壁側に臨ませて前記透明パネルが配置され、
　前記透明パネルにおける前記遮蔽部材で覆われていない外周端面を、前記遊技盤を構成
する裏ユニットに配設された遮光とは異なる用途で用いられる構成部品で覆って、前記発
光装置からの光を遮るよう構成された
ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、前側に遊技領域が画成された透明板の裏側に裏ユニットが取付けられる遊
技盤を備え、該遊技盤に発光演出を行なう発光装置が配設される遊技機に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　例えば遊技機の代表例の一つであるパチンコ機では、機内にセットされる遊技盤の前側
に画成した遊技領域の略中央位置に枠状の装飾部材が配設され、該装飾部材に開設した開
口部に、各種図柄を変動および停止表示させて所要の図柄変動ゲームを行なう図柄表示装
置の表示部を後方から臨ませるよう構成される。そして、遊技盤の盤面(遊技領域)に打出
されたパチンコ球が、装飾部材の下方位置に配設した始動入賞装置に入賞することにより
、図柄表示装置での図柄変動ゲームが行なわれるようになっている。
【０００３】
　またパチンコ機では、ＬＥＤ等の発光体を備えた発光装置を前記装飾部材や遊技盤に配
設し、前記図柄表示装置の図柄変動ゲームに合わせて発光体を点灯・点滅等することで、
演出効果の向上を図ることが行なわれている。
【０００４】
　しかしながら、従来の発光装置は、発光体の前側にランプレンズを配設し、該発光体か
らの光をランプレンズで拡散する構成であるため、該ランプレンズの存在、すなわち発光
演出が行なわれる部位は、遊技者が遊技盤を前側から見たときに認識されてしまう。すな
わち、従来の発光装置では、発光体の色や点灯・点滅パターン等による差別化は可能であ
っても、発光装置による発光演出の意外性はなく、興趣の更なる向上は期待できないもの
であった。
【０００５】
　ここで、特許文献１には、透明なパネル本体の表面に凹凸からなる装飾要素を形成し、
該パネル本体の側面から本体内部へ光を導入した際に、装飾要素で光が散乱することで該
装飾要素を視認可能に浮き立たせる装飾パネルが開示されている。また特許文献２には、
可変入賞装置や作動口等が設けられた透明な遊技領域板の裏側に、凹凸により模様が形成
された乱反射領域を有する導光板を配設し、該導光板に周面から導入された光が乱反射領
域で乱反射することで前記模様が光って見えるようになる演出を行ない得る遊技機が開示
されている。両文献に開示の技術によれば、装飾パネルや導光板は、側面から光を導入し
ていないときには装飾要素や模様は殆ど視認できない状態となっていることから、該装飾
パネルや導光板に対し、光を側面から導入していない状態から導入する状態とすることで
、今まで見えていなかった装飾要素や模様が浮き出るように表示され、意外性のある興趣
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に富む発光演出が期待できる。
【特許文献１】特開２００８－５５７６１号公報
【特許文献２】特開２００６－２５４９５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記遊技機には、発光演出を行なう発光装置が複数配置されているため、前記装飾パネ
ルや導光板を用いた発光装置を遊技機の所定位置に配設した場合は、該装飾パネルや導光
板を照明するために設けられた専用の光源からの光が照射される端面以外の端面から、別
の発光装置の光が装飾パネルや導光板の内部に入ってしまい、専用の光源を点灯していな
いときにも前記装飾要素や模様が表示されてしまうため、意図した演出ができなくなる問
題がある。
【０００７】
　なお、前記装飾パネルや導光板における専用の光源から光が照射される端面以外の端面
に遮光部材を設けることで、別の発光装置からの光の導入を阻止することは可能である。
しかるに、遮光部材を装飾パネルや導光板の端面に設けることで、該装飾パネルや導光板
自体の存在が認識されてしまうため、意外性のある発光演出ができなくなるおそれがある
。また、遮光のための専用の部品が必要となり、部品点数が増加すると共にコストが嵩む
問題が指摘される。
【０００８】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、低廉なコストで、意外性のある興趣に富む演出を
行ない得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　前側に遊技領域(12a)が画成された透明板(18)の裏側に裏ユニット(19)が取付けられる
遊技盤(12)を備え、該遊技盤(12)に発光演出を行なう発光装置(44b,45b,46b)が配設され
る遊技機において、
　前記透明板(18)の裏面に前面を対向して透視可能に配置され、外周端面から内部に導入
された光が反射することで前側から視認可能となる図柄(70)が形成される透明パネル(67)
と、
　前記透明パネル(67)に配設されて該透明パネル(67)の特定の外周端面を覆う遮蔽部材(6
8)と、
　前記遮蔽部材(68)に配設され、前記透明パネル(67)における遮蔽部材(68)で覆われてい
る特定の外周端面に向けて光を照射する発光体(74)を有する照明手段(69)とを備え、
　前記遮蔽部材(68)を前記裏ユニット(19)の側壁側に臨ませて前記透明パネル(67)が配置
され、
　前記透明パネルにおける前記遮蔽部材で覆われていない外周端面を、前記遊技盤(12)を
構成する透明板(18)に配設された遮光とは異なる用途で用いられる構成部品(22)で覆って
、前記発光装置(44b,45b,46b)からの光を遮るよう構成されたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項１の発明によれば、透明パネルの図柄は、外周端面から光を導入することで視認
可能となるから、発光体を消灯状態から点灯状態に切換えることで透明パネルに図柄が表
示されたときには、予想していない部位に図柄が表示されることで意外性を高めて、興趣
を向上することができる。また、透明パネルにおける発光体から光が照射される特定の外
周端面以外の外周端面は、透明板に配設されている構成部品で覆われて光が導入されない
ようにしてあるから、意図しないとき(発光体を点灯していないとき)に図柄が表示される
ことはない。しかも、遮光する部品は、透明パネルの遮光のために専用に設けられるもの
ではなく、透明板に配設されている構成部品で兼用しているから、該構成部品によって透
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明パネルの存在が認識し易くなることはなく、またコストを低廉に抑えることができる。
【００１２】
　請求項２に係る発明では、前記裏ユニット(19)に配設された図柄表示装置(14)の図柄を
変動表示可能な表示部が後方から臨む開口部(22a)が形成された装飾部材(22)が前記透明
板(18)の遊技領域(12a)に配設されると共に、前記裏ユニット(19)は装飾部材(22)を囲繞
する枠状に形成され、該装飾部材(22)と裏ユニット(19)の一方の側壁(42a)との間に、前
記遮蔽部材(68)を該側壁側に臨ませて前記透明パネル(67)が配置され、該透明パネル(67)
における遮蔽部材(68)で覆われる特定の外周端面とは反対側の外周端面を構成部品として
の前記装飾部材(22)で覆って前記発光装置(44b,45b,46b)からの光を遮るよう構成された
ことを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、透明パネルにおける遮蔽部材で覆われる端面とは反対側の端
面から内部に光が入るのを装飾部材で防止することができる。
【００１３】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項３に係る発明は、
　前側に遊技領域(12a)が画成された透明板(18)の裏側に裏ユニット(19)が取付けられる
遊技盤(12)を備え、該遊技盤(12)に発光演出を行なう発光装置(44b,45b,46b)が配設され
る遊技機において、
　前記透明板(18)の裏面に前面を対向して透視可能に配置され、外周端面から内部に導入
された光が反射することで前側から視認可能となる図柄(70)が形成される透明パネル(67)
と、
　前記透明パネル(67)に配設されて該透明パネル(67)の特定の外周端面を覆う遮蔽部材(6
8)と、
　前記遮蔽部材(68)に配設され、前記透明パネル(67)における遮蔽部材(68)で覆われてい
る特定の外周端面に向けて光を照射する発光体(74)を有する照明手段(69)とを備え、
　前記遮蔽部材(68)を前記裏ユニット(19)の側壁側に臨ませて前記透明パネル(67)が配置
され、
　前記透明パネル(67)における前記遮蔽部材(68)で覆われていない外周端面を、前記遊技
盤(12)を構成する裏ユニット(19)に配設された遮光とは異なる用途で用いられる構成部品
(49,58)で覆って、前記発光装置(44b,45b,46b)からの光を遮るよう構成されたことを特徴
とする。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、透明パネルの図柄は、外周端面から光を導入することで視認
可能となるから、発光体を消灯状態から点灯状態に切換えることで透明パネルに図柄が表
示されたときには、予想していない部位に図柄が表示されることで意外性を高めて、興趣
を向上することができる。また、透明パネルにおける発光体から光が照射される特定の外
周端面以外の外周端面は、裏ユニットに配設されている構成部品で覆われて光が導入され
ないようにしてあるから、意図しないとき(発光体を点灯していないとき)に図柄が表示さ
れることはない。しかも、遮光する部品は、透明パネルの遮光のために専用に設けられる
ものではなく、裏ユニットに配設されている構成部品で兼用しているから、該構成部品に
よって透明パネルの存在が認識し易くなることはなく、またコストを低廉に抑えることが
できる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る遊技機によれば、低廉なコストで、意外性のある興趣に富む演出を行ない
得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパ
チンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
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「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見
た状態で指称する。
【実施例】
【００１７】
(パチンコ機について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に設置される外枠１１の開口前面側に、遊技盤１２を着脱可能に保持し
た中枠１３が開閉および着脱可能に組付けられて、該遊技盤１２の裏側に対して、各種図
柄を変動表示可能な図柄表示装置１４が着脱し得るよう構成される。また、前記中枠１３
の前面側には、前記遊技盤１２を透視保護するガラス板を備えた前枠１５が開閉可能に組
付けられると共に、該前枠１５の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１６が開閉可能
に組付けられる。なお、実施例では、前記前枠１５の下部位置に、パチンコ球を貯留する
上球受け皿１７が一体的に組付けられており、前枠１５の開閉に合わせて上球受け皿１７
も一体的に開閉するよう構成される。
【００１８】
(遊技盤について)
　前記遊技盤１２は、図２に示すように、略正方形に形成されたアクリルやポリカーボネ
ート等の光透過性の合成樹脂材からなる平板状の透明板(板体)１８と、該透明板１８の裏
面に組付けられる裏ユニット１９(図３参照)とから構成される。そして、裏ユニット１９
の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な前記図柄表示装置１４が着脱自在に取付けら
れると共に、裏ユニット１９に形成された前後に開口する可視表示部１９ａを介して図柄
表示装置１４の表示部を前面側から視認し得るようになっている。
【００１９】
(透明板について)
　図２に示すように、前記透明板１８の前面には、内レール２０と外レール２１が半円弧
状に配設されて、両レール２０,２１によりパチンコ球が流下可能な遊技領域１２ａが透
明板前面に画成され、図示しない打球発射装置から発射されたパチンコ球が遊技領域１２
ａ内に打ち出されるようになっている。なお、内レール２０は、透明板１８の左側の上部
に開放端を臨ませるよう構成され、打球発射装置から発射されたパチンコ球は、透明板１
８の下側から左側に両レール２０,２１で案内され、内レール２０の開放端から遊技領域
１２ａの上部に打ち出される。
【００２０】
　前記透明板１８の前面には、前記図柄表示装置１４において主に図柄変動ゲームが展開
される領域を囲む枠状に形成された装飾部材(構成部品)２２が配設されている。また透明
板１８の前面には、前記装飾部材２２の配設位置より下方位置に、図１および図２に示す
如く、前記遊技領域１２ａを流下するパチンコ球が入賞可能な始動入賞装置２３や第１の
特別入賞装置２４が配設されており、該始動入賞装置２３にパチンコ球が入賞することで
、前記図柄表示装置１４において図柄変動ゲームが展開され、該図柄変動ゲームの結果、
図柄表示装置１４に所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されると、前記第１の特別入賞
装置２４の開閉板２４ａが閉状態から開状態に作動して入賞口が開放して所謂大当りが発
生し、多数の賞球を獲得し得るよう構成されている。なお、前記始動入賞装置２３は、開
閉可能な一対の羽根部材２３ａ,２３ａを備え、該羽根部材２３ａ,２３ａの開放により始
動入賞装置２３へパチンコ球が入賞し易くなるようになっている。
【００２１】
　前記透明板１８の下方位置の前面には、前記第１の特別入賞装置２４を挟む左右両側に
、普通入賞具２５が夫々配設されている。また透明板１８の前面には、前記装飾部材２２
の左側に臨む遊技領域１２ａに、該遊技領域１２ａを流下するパチンコ球が通過可能な球
通過ゲート(ゲート)２６が配設されている。球通過ゲート２６には、該ゲート２６を通過
するパチンコ球を検出した際に、後述する普通図柄表示装置６２における普通図柄の変動
表示の契機となる入球検知信号を出力する普通図柄入球検出手段２７が配設されている。
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この普通図柄入球検出手段２７から導出する配線(図示せず)は、後述する装飾体ユニット
５２に設けられた配線案内部材５８で画成される前後に貫通する通孔５８ａを介して機裏
側に導出されて、図示しない制御手段に電気的に接続される。そして、制御手段は、球通
過ゲート２６を通過するパチンコ球を普通図柄入球検出手段２７が検出したことを条件と
して、前記始動入賞装置２３の羽根部材２３ａ,２３ａを開放するか否かの抽選(遊技盤１
２に設けられた普通図柄表示装置６２の普通図柄の変動表示)を行なうよう設定されてい
る。更に、透明板１８の前面には、球通過ゲート２６から下方に所定間隔離間する位置に
、後述する特別図柄表示装置４９の表示を視認可能に覆う飾り部品２８が配設されている
。
【００２２】
　前記透明板１８において外レール２１の外側の領域には、当該領域を前面から覆う透視
不能な合成樹脂材から形成されたコーナー飾り２９が夫々設けられている。各コーナー飾
り２９は、図２に示すように、前記遊技領域１２ａに臨む内周面が前記外レール２１に沿
って湾曲形成されている。すなわち、実施例の遊技盤１２は、コーナー飾り２９が配設さ
れている部分を除く略全ての領域において、前記透明板１８を介して裏側が視認し得るよ
う構成されている。
【００２３】
(装飾部材について)
　前記装飾部材２２は、透明板１８に開設した装着孔(図示せず)に前側から挿入したもと
でネジ止めされ、略中央位置に開設した開口部２２ａを介して、前記図柄表示装置１４の
表示部が遊技盤１２の前側から視認可能に構成される。この装飾部材２２の上縁部には、
前方に延出する庇部が形成され、前記遊技領域１２ａに打ち出されたパチンコ球が図柄表
示装置１４における図柄変動ゲームが展開される領域を横切って流下するのを該庇部で規
制するよう構成される。装飾部材２２には、遊技盤のモチーフとなるキャラクター等に関
連する意匠が施されると共に、各種の装飾品３０が配設されている。
【００２４】
　前記装飾部材２２には、前記庇部の下側に、図２に示す如く、上下方向に揺動可能な上
部可動体３１を備えた上可動演出装置３２が配設されており、前記図柄表示装置１４で行
なわれる図柄変動ゲームに合わせて上部可動体３１を作動させることで、遊技の興趣を向
上するよう構成してある。前記上部可動体３１には、照明装置(発光装置)が内蔵されてお
り、該上部可動体３１の前面は照明装置によって裏側から照明されるようになっている。
また装飾部材２２における右下部には、回転する右部可動体３３を備えた右可動演出装置
３４が配設されており、前記図柄表示装置１４で行なわれる図柄変動ゲームに合わせて右
部可動体３３を回転させることで、遊技の興趣を向上するよう構成してある。なお、右可
動演出装置３４も右部可動体３３を裏側から照明する照明装置(発光装置)を備えており、
上および右の可動演出装置３２,３４の各照明装置は、前記制御手段からの制御信号に基
づいて制御されて発光演出を行なうよう構成される。
【００２５】
　前記装飾部材２２の下縁部には、図１および図２に示す如く、枠内に取込まれたパチン
コ球を左右に転動可能な光透過性の合成樹材料で形成されたステージ３５が配設されてお
り、該ステージ３５から遊技領域１２ａに排出されたパチンコ球が、前記始動入賞装置２
３や普通入賞具２５等に入賞可能に構成される。また、装飾部材２２におけるステージ３
５の左側に位置する左側枠部２２ｂには、遊技領域１２ａを流下するパチンコ球が通入可
能な球誘導部３６(所謂ワープ通路)が設けられ、該球誘導部３６に通入したパチンコ球は
、前記ステージ３５の左端側に誘導されるようになっている。なお、ステージ３５の右端
側に、前記右可動演出装置３４が位置している。
【００２６】
　前記装飾部材２２における左側枠部２２ｂの上部に、裏側に配設された図示しない電磁
ソレノイド等の駆動手段によって開閉作動される１枚の羽根部材３７ａを備える第２の特
別入賞装置３７が配設されている。この第２の特別入賞装置３７は、前記始動入賞装置２
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３へのパチンコ球の入賞に基づく前記図柄表示装置１４で展開される図柄変動ゲームの結
果、図柄表示装置１４に所定の図柄組合わせ(第１の特別入賞装置２４で開閉板２４ａが
開放する組合わせとは異なる組合わせ)で図柄が停止表示されたときに羽根部材３７ａが
閉状態から開状態に作動して入賞口を開放して所謂大当りが発生し、多数の賞球を獲得し
得るよう構成されている。また左側枠部２２ｂの裏側には、前記第２の特別入賞装置３７
の入賞口に連通する球通路部材３８が開口部２２ａに沿って設けられており、入賞口に入
賞したパチンコ球を、後述する装飾体ユニット５２のケース体５３に形成した通孔５３ｂ
に案内するよう構成される。なお、実施例の球通路部材３８は、左側枠部２２ｂに一体に
形成された後半体部３８ａと、該後半体部３８ａの前側に取付けられる前半体部３８ｂと
から構成されて(図８参照)、両半体部３８ａ,３８ｂの間に球通路が形成されるが、球通
路が形成された別体の球通路部材３８を左側枠部２２ｂに配設する構成であってもよい。
また、実施例の球通路部材３８に、前記球誘導部３６が設けられている。
【００２７】
(裏ユニットについて)
　前記裏ユニット１９は、図３および図８に示す如く、透視不能な合成樹脂材(例えばＡ
ＢＳ樹脂)から、外郭形状が前記透明板１８と略整合する大きさおよび形状に形成された
枠状本体３９を有し、該枠状本体３９の略中央位置に前記可視表示部１９ａが開設されて
いる。前記可視表示部１９ａは矩形状に開口しており、枠状本体３９については、図８に
おいて可視表示部１９ａより上側の部位を上枠部４０と指称し、該可視表示部１９ａより
下側の部位を下枠部４１と指称し、可視表示部１９ａより左側の部位を左枠部４２と指称
し、可視表示部１９ａより右側の部位を右枠部４３と指称するものとする。
【００２８】
　前記枠状本体３９の上枠部４０には、上端縁から前方に延出する上壁４０ａが形成され
ると共に、下枠部４１には、下端縁から前方に延出する下壁４１ａが形成されている。ま
た枠状本体３９の左枠部４２には、左端縁から前方に延出する左側壁(一方の側壁)４２ａ
が形成されると共に、右枠部４３には、右端縁から前方に延出する右側壁４３ａが形成さ
れており、枠状本体３９は、全体として前方に開放する箱状に形成される。また、４つの
壁４０ａ,４１ａ,４２ａ,４３ａの前端には、外方に延出するフランジ部４０ｂ,４１ｂ,
４２ｂ,４３ｂが形成されている。そして、前記透明板１８は、枠状本体３９の上下およ
び左右のフランジ部４０ｂ,４１ｂ,４２ｂ,４３ｂの前面に裏面を当接した状態で配設さ
れて、該透明板１８の裏面と枠状本体３９における各枠部４０,４１,４２,４３との間に
、各側壁４０ａ,４１ａ,４２ａ,４３ａの突出寸法分の隙間が画成されるよう構成してあ
る。すなわち実施例では、枠状本体３９の各フランジ部４０ｂ,４１ｂ,４２ｂ,４３ｂが
透明板１８に対する当接面部として機能している。
【００２９】
(電飾装置について)
　図３に示す如く、前記枠状本体３９における上壁４０ａのフランジ部４０ｂに、上電飾
装置４４が配設されている。この上電飾装置４４は、光拡散処理が施された光透過性の上
レンズカバー４４ａと、該上レンズカバー４４ａに裏側から光を照射する発光装置として
の上照明装置４４ｂとから基本的に構成され、該上電飾装置４４によって前記透明板１８
における上側部分を裏側から照明するようになっている。なお、上電飾装置４４はフラン
ジ部４０ｂに凹設された凹部に収容されて、前記上レンズカバー４４ａの前面は、フラン
ジ部４０ｂの前面と面一となるようにしてある。
【００３０】
　前記枠状本体３９における右枠部４３の前側に、前記透明板１８との間の隙間に収容さ
れるように右電飾装置４５が配設されている。この右電飾装置４５は、上電飾装置４４と
同様に、光拡散処理が施された光透過性の右レンズカバー４５ａと、該右レンズカバー４
５ａに裏側から光を照射する発光装置としての右照明装置４５ｂとから基本的に構成され
、該右電飾装置４５によって前記透明板１８における右側部分を裏側から照明するように
なっている。また枠状本体３９における下枠部４１の前側に、前記透明板１８との間の隙
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間に収容されるように下電飾装置４６が配設されている。この下電飾装置４６は、上電飾
装置４４と同様に、光拡散処理が施された光透過性の下レンズカバー４６ａと、該下レン
ズカバー４６ａに裏側から光を照射する発光装置としての下照明装置４６ｂとから基本的
に構成され、該下電飾装置４６によって前記透明板１８における下側部分を裏側から照明
するようになっている。なお、前記上電飾装置４４、右電飾装置４５および下電飾装置４
６の各照明装置４４ｂ,４５ｂ,４６ｂは、前記制御手段からの制御信号に基づいて制御さ
れて発光演出を行なうよう構成される。
【００３１】
(装飾体ユニットについて)
　前記枠状本体３９の左枠部４２には、左可動演出装置(演出装置)４７、左電飾装置４８
、特別図柄表示装置４９および発光演出装置５０等を備えてユニット化された装飾体ユニ
ット５２が着脱自在に配設されている。この装飾体ユニット５２は、枠状本体３９に対す
る取付基体となるケース体５３が、左枠部４２の前面および左側壁４２ａの内側面に、対
応する裏面および左側面が沿うように位置決め固定される。
【００３２】
(左電飾装置について)
　前記ケース体５３は、透明な合成樹脂製であって、その前面には、所要の意匠が施され
た光透過性の固定装飾部品５４が取付けられている。またケース体５３の内部には、図５
～図７に示す如く、発光基板５５の前面に多数のＬＥＤ５６を実装した左照明装置５７が
配設されており、固定装飾部品５４と左照明装置５７とから左電飾装置４８が構成される
。そして、左照明装置５７を前記制御手段によって制御することで、固定装飾部品５４を
裏側から照明して発光演出を行ない得るよう構成してある。
【００３３】
　前記ケース体５３には、前記球通過ゲート２６の裏側に対応する位置に、前面から前方
に延出する配線案内部材(構成部品)５８が形成されており、該配線案内部材５８で画成さ
れて前後方向に貫通する通孔５８ａに、前記普通図柄入球検出手段２７の配線が挿通され
るよう構成される。配線案内部材５８は、前記透明板１８の裏面に略当接する位置まで延
出し(図６,図７参照)、前記通孔５８ａに、球通過ゲート２６に配設されている普通図柄
入球検出手段２７の後端部を収容するようになっている。
【００３４】
(特別図柄表示装置について)
　前記ケース体５３の前面には、図３に示す如く、前記配線案内部材５８より下方に所定
間隔離間した位置に、前記飾り部品２８の裏側に臨む特別図柄表示装置(構成部品)４９が
配設されている。この特別図柄表示装置４９は、図８に示す如く、表示基板５９と、該表
示基板５９の前面に配設された複数の特別用ＬＥＤ６０と、表示基板５９の前側に配設さ
れると共に各特別用ＬＥＤ６０が挿通される孔６１ａが形成された保護部材６１とから構
成される。前記特別用ＬＥＤ６０は前記制御手段により制御されて、該ＬＥＤ６０の発光
および消灯の状態によって、特別図柄を表示し得るよう構成される。保護部材６１は非光
透過性であって、その前面には、所要の意匠が施されると共に、前記孔６１ａの形成領域
の上側を覆う張出し部６１ｂが形成されており、孔６１ａに臨む特別用ＬＥＤ６０からの
光が上方に漏れるのを防止するよう構成される。なお、特別図柄表示装置４９を構成する
表示基板５９に、普通図柄表示装置６２を構成する複数の普通用ＬＥＤ６２ａが配設され
、該普通用ＬＥＤ６２ａを前記制御手段により制御することで普通図柄を表示可能に構成
されている。実施例では、特別図柄表示装置４９の表示基板５９を普通図柄表示装置６２
の表示基板として兼用しているが、両表示装置４９,６２の表示基板を別としてもよい。
なお、保護部材６１には、各普通用ＬＥＤ６２ａと対応する位置にも、該普通用ＬＥＤ６
２ａが挿通される孔６１ａが形成されている。また、前記張出し部６１ｂは、孔６１ａに
臨む普通用ＬＥＤ６２ａからの光が上方に漏れるのも防止している。
【００３５】
(左可動演出装置について)
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　前記ケース体５３に配設される左可動演出装置４７は、図５に示す如く、ケース体５３
の前側に回転自在に配設された多数の回転可動体(可動体)６３と、ケース体５３の内部に
配設された駆動機構部６４と、該駆動機構部６４を作動する駆動手段としてのモータ６５
とで構成される。駆動機構部６４は、各回転可動体６３に固定された歯車６６を相互に噛
合して構成され、モータ６５により１つの歯車６６に伝達された回転を各歯車６６に伝達
することで全ての回転可動体６３が回転するよう構成される。なお、回転可動体６３に固
定されている各歯車６６の大きさを複数種とすると共に、各歯車６６が噛合する位置関係
によって、回転可動体６３の回転数や回転方向が異なるように構成してある。
【００３６】
　前記回転可動体６３は、ケース体５３における前面の全体に亘って配置されており、こ
れら複数の回転可動体６３からなる演出部は、前記透明板１８を介して前側から視認し得
るようになっている。なお、実施例のように裏ユニット１９の前側に全体が透明な透明板
１８を配設して構成される遊技盤１２においては、透明板１８における左可動演出装置４
７の演出部の前側に臨む部位が可視部となる。
【００３７】
(発光演出装置について)
　前記ケース体５３には、前記左可動演出装置４７における回転可動体６３より前側に発
光演出装置５０が配設されている。この発光演出装置５０は、図４に示す如く、前記配線
案内部材５８および特別図柄表示装置４９との間において対応する位置の複数の回転可動
体６３の前側を透視可能に覆う透明な透明パネル６７と、該透明パネル６７における外周
端面を覆う不透明で非光透過性の遮蔽部材６８と、該遮蔽部材６８に配設される照明手段
６９とを備える。なお実施例では、左可動演出装置４７の演出部の一部を前記透明パネル
６７で覆うよう構成してある。
【００３８】
　前記透明パネル６７は、図９に示す如く、略縦長矩形状に形成されると共に、下端右部
(装飾部材側)に右方に延出する下延出部６７ａが形成され、透明パネル６７の上部略中央
および下延出部６７ａに通孔６７ｂが夫々形成される。そして、各通孔６７ｂに前側から
挿通したネジを、前記ケース体５３の対応する位置に突設したボス５３ａのネジ孔に螺挿
することで、当該発光演出装置５０がケース体５３に固定されるようになっている(図１
０参照)。そして、ケース体５３に固定された透明パネル６７の上側の外周端面が、前記
配線案内部材５８で覆われると共に、下側の外周端面が、前記特別図柄表示装置４９にお
ける保護部材６１の張出し部６１ｂで覆われ(図４参照)、透明パネル６７の上側および下
側から対応する端面に向けて到来する光を遮るよう構成される。また、透明パネル６７の
上端左部(装飾部材２２から離間する側)に上方に延出する上延出部６７ｃが形成され、透
明パネル６７の左側下部および上延出部６７ｃに貫通孔６７ｄが夫々形成される。更に、
各貫通孔６７ｄに近接して第１の位置決め孔(位置決め孔)６７ｅが夫々形成されている。
【００３９】
　前記透明パネル６７には、外周端面から内部に導入される光が反射することで前側から
視認可能となる図柄７０(実施例では星形を例に挙げているが、遊技機のモチーフとなる
キャラクターに関連する形状、その他のものであってもよい)が形成されている。なお、
透明パネル６７に対して前面および後面から照射される光は前記図柄７０で殆ど反射する
ことなく透過して、該図柄７０は前側から殆ど視認されないよう構成される。すなわち、
透明パネル６７の図柄７０は、裏側に位置する前記左電飾装置４８からの光が裏面に照射
されたときには浮き出るように表示されることなく、前記照明手段６９から照射された光
が外周端面から内部に導入されたときに前側から視認可能となって浮き出るように表示さ
れる。
【００４０】
　前記図柄７０の形成方法としては、レーザー彫刻方法等、各種の方法を用いることがで
きる。例えば、印刷基材の表面に印刷によってインクの凹凸からなる印刷パターンを形成
し、この印刷パターンを有する印刷基材を配置した成形金型を用いて透明パネルを成形し
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、得られた透明パネルから印刷基材および印刷パターンを剥離することで、インクによる
凹凸の転写により形成された凸凹からなる図柄を表面に形成する方法。また、フィルムの
表面に、透明な紫外線硬化樹脂による転写用の凸模様と、その凸模様に施した転写用の印
刷インク層とを形成し、前記フィルムを凸模様の印刷インク層をキャビティに向けて配置
した金型を用いてインモールド成形により透明パネルを成形し、得られた透明パネルから
フィルムを剥離することで、紫外線硬化樹脂による印刷インク層の転写により図柄を表面
に形成する方法も採用可能である。
【００４１】
　前記透明パネル６７の外周端面を覆う遮蔽部材６８は、該透明パネル６７における装飾
部材２２から離間する左側端部に配設されて、透明パネル６７の左側端面(特定の外周端
面)の全体を覆うよう構成される(図２参照)。遮蔽部材６８は、図９に示す如く、透明パ
ネル６７の左側端部の上下方向の寸法より長尺な前カバー体７１および後カバー体７２か
らなり、両カバー体７１,７２で透明パネル６７を挟持するよう構成される。前カバー体
７１は、透明パネル６７の左側端部を前側から覆う前壁７１ａの左側端に、後方に延出し
て透明パネル６７の左側端面を側方から覆う後壁７１ｂとを備える(図６,図７参照)。ま
た後カバー体７２は、前壁７１ａと略同じ長さで、透明パネル６７の左側端部を裏側から
覆うよう構成される。
【００４２】
　前記前カバー体７１における前壁７１ａの後面には、上下端部に後方に向けて突出する
第２の位置決めピン７１ｃ,７１ｃが設けられると共に、上下の第２の位置決めピン７１
ｃ,７１ｃの間に臨む前壁７１ａの後面に、後方に向けて突出するボス部７１ｄが上下方
向に離間して設けられている。また後カバー体７２には、前記第２の位置決めピン７１ｃ
,７１ｃに対応する上下端部に第２の位置決め孔７２ａ,７２ａが形成されると共に、前記
ボス部７１ｄ,７１ｄに対応する位置に、前側に開口する挿入穴７２ｂ,７２ｂが形成され
ている。そして、前カバー体７１と後カバー体７２とは、透明パネル６７の前記各貫通孔
６７ｄに前側から挿通されて後側に突出するボス部７１ｄの後端を、後カバー体７２の対
応する挿入穴７２ｂに挿入することで透明パネル６７を挟持する状態で位置決めされる。
またこの状態で、前カバー体７１の各第２の位置決めピン７１ｃが後カバー体７２の対応
する第２の位置決め孔７２ａに嵌挿されると共に、後カバー体７２に設けた各第１の位置
決めピン７２ｃが透明パネル６７の対応する前記第１の位置決め孔６７ｅに嵌挿されて、
前カバー体７１、後カバー体７２および透明パネル６７の相互の位置決めがなされる。そ
して、後カバー体７２の各挿入穴７２ｂに対応して形成された通孔に後側から挿通したネ
ジをボス部７１ｄに形成したネジ孔に螺挿することで、前カバー体７１と後カバー体７２
とが透明パネル６７を挟持した状態で固定されるよう構成してある。
【００４３】
　前記透明パネル６７を挟持するように組付けられた前後のカバー体７１,７２の間には
、右方(透明パネル側)に開放する基板収容空間Ｓ(図６,図７参照)が画成されており、該
基板収容空間Ｓの右側は透明パネル６７の左側端面で覆われるよう構成される。前記後カ
バー体７２における基板収容空間Ｓに臨む位置に、上下方向に延在する位置決め溝７２ｄ
が形成されている。
【００４４】
　前記遮蔽部材６８に配設される照明手段６９は、上下方向に長尺な矩形状の基板７３と
、該基板７３の実装面に実装されて該実装面と交差する方向に光を照射する複数のＬＥＤ
(発光体)７４とを備え、基板７３の一側端縁(後端縁)を前記後カバー体７２の位置決め溝
７２ｄに嵌挿した状態で基板収容空間Ｓに収容される。また基板収容空間Ｓに収容した照
明手段６９の各ＬＥＤ７４は、図６および図７に示す如く、透明パネル６７の左側端面に
向けて光を照射する姿勢に保持されるようになっている。なお、ＬＥＤ７４は、基板７３
における透明パネル６７の基板収容空間Ｓに臨む左側端面と対向する領域において上下に
離間して実装され、該ＬＥＤ７４を点灯したときに、透明パネル６７の左側端面から内部
に導入された光が前記図柄７０で反射することで、該図柄７０が前側から視認可能となる
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よう構成される。またＬＥＤ７４としては、単色またはフルカラーの何れのタイプも使用
し得るが、演出に合わせて発光色を変化させる点でフルカラーのタイプが好適である。
【００４５】
　前記基板７３には、透明パネル６７の上端から上方に延出する部位にコネクタ７３ａが
挿入口を後向きにして配設され、該コネクタ７３ａに、前記制御手段に接続する配線が後
側から接続するよう構成される。また後カバー体７２には、前記コネクタ７３ａと対応す
る位置に切欠部７２ｅが形成されて、該後カバー体７２に干渉することなくコネクタ７３
ａに配線を接続し得るようになっている。
【００４６】
　前記装飾体ユニット５２を枠状本体３９に配設した状態で、該装飾体ユニット５２に配
設されている発光演出装置５０の遮蔽部材６８における前カバー体７１の前壁７１ａの前
面が、枠状本体３９の左側壁４２ａにおけるフランジ部４２ｂの前面と略同一位置に臨む
ように設定される。すなわち、前記透明板１８の裏側に裏ユニット１９を組付けた状態で
は、該透明板１８の裏面に対して前記透明パネル６７の前面が、前記前壁７１ａの厚み寸
法分だけ離間して対向するよう構成される(図６,図７参照)。また透明パネル６７におけ
る遮蔽部材６８で覆われていない右側端面側には、透明板１８に配設されている前記装飾
部材２２の左側枠部２２ｂが臨んでいる。具体的には、左側枠部２２ｂの裏側に配設され
ている前記球通路部材３８が透明パネル６７の右側端面に沿って延在して該右側端面を覆
って、該透明パネル６７の右側端面に向けて外方から到来する光を遮るよう構成される。
なお、前記ケース体５３における透明パネル６７の右側に臨む部位に、前記球通路部材３
８に連通する通孔５３ｂが形成されており、該球通路部材３８を流下するパチンコ球が通
孔５３ｂを介してケース体裏側に通出されるようになっている。また球通路部材３８にお
ける通孔５３ｂとの連通部より下方に延出する部位に前記球誘導部３６が設けられており
、該球誘導部３６の部分でも透明パネル６７の右側端面が覆われている。
【００４７】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機の発光演出装置の作用につき説明する。
【００４８】
　前記遊技領域１２ａに打出されたパチンコ球は、前記装飾部材２２の主に左側の遊技領
域１２ａを流下し、該パチンコ球が前記球通過ゲート２６を通過すると、前記普通図柄入
球検出手段２７の球検出に基づいて前記普通図柄表示装置６２による抽選が行なわれる。
そして、抽選の結果、当りとなった場合は、普通図柄表示装置６２に当り図柄を表示する
と共に、前記始動入賞装置２３の羽根部材２３ａ,２３ａが開放されて、該始動入賞装置
２３への入賞確率が高まる。また、遊技領域１２ａを流下するパチンコ球が前記球誘導部
３６に通入すると、該パチンコ球は前記ステージ３５に通出され、該ステージ３５を左右
に転動した後に遊技領域１２ａに排出され、このパチンコ球は始動入賞装置２３や普通入
賞具２５に入賞可能となる。
【００４９】
　前記始動入賞装置２３にパチンコ球が入賞すると、前記制御手段の制御信号に基づいて
、前記図柄表示装置１４の図柄が変動開始され、所要の図柄組合わせゲームが展開される
。そして、前記図柄表示装置１４で展開される図柄変動ゲームの結果、図柄表示装置１４
および特別図柄表示装置４９に所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されたときに、前記
第１の特別入賞装置２４の開閉板２４ａまたは第２の特別入賞装置３７の羽根部材３７ａ
が閉状態から開状態に作動することで入賞口を開放して所謂大当りが発生し、多数の賞球
の獲得が可能となる。
【００５０】
　また、前記図柄表示装置１４で展開される図柄変動ゲームの演出に応じて、前記上可動
演出装置３２や右可動演出装置３４が制御手段により作動制御されて、各可動体３１,３
３が作動されて動的な演出により遊技の興趣が高められる。また、各可動演出装置３２,
３４に配設されている照明装置や、前記装飾部材２２の開口部２２ａを囲む上、下および
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右に配設されている各電飾装置４４,４６,４５も、制御手段の制御下に発光演出を行ない
、発光による演出により遊技を盛り上げる。
【００５１】
　更に、前記装飾部材２２の左側に位置する左可動演出装置４７および左電飾装置４８が
制御手段により制御されて、複数の回転可動体６３が回転すると共に複数のＬＥＤ５６が
発光して回転可動体６３を裏側から照明する。左可動演出装置４７および左電飾装置４８
は、パチンコ球が流下する遊技領域１２ａの裏側に位置しているから、パチンコ球の動き
を注視している遊技者に回転可動体６３の動的な演出とＬＥＤ５６による発光演出とを効
果的に見せることができる。
【００５２】
　前記回転可動体６３と透明板１８との間に位置している前記発光演出装置５０において
は、前記照明手段６９のＬＥＤ７４を発光していない状態では、前記透明パネル６７に形
成されている図柄７０は前側から殆ど視認できず、左可動演出装置４７および左電飾装置
４８の各演出は、図柄７０で阻害されることなく透明パネル６７を介して前側から視認し
得る。そして、制御手段の制御下に発光演出装置５０のＬＥＤ７４が点灯されると、該Ｌ
ＥＤ７４からの光は透明パネル６７の左側端面に向けて照射され、該光が透明パネル６７
に導入されて前記図柄７０で反射することで該図柄７０が前側から視認可能に浮き出るよ
うに表示される。すなわち、遊技者には、回転可動体６３の前側に不意に図柄７０が浮き
出るように表示されるから、意外性のある発光演出を行なうことができ、興趣を向上し得
る。
【００５３】
　ここで、前記透明パネル６７の図柄７０は、パネル表面と平行な光が外周端面から導入
されることで鮮明に表示されるようになるため、該透明パネル６７の左側端面に対する照
明手段６９のＬＥＤ７４からの光の照射方向が重要になる。実施例では、透明パネル６７
に組付けられる遮蔽部材６８に照明手段６９を配設して一体で取扱い得るよう構成してい
るから、前記発光演出装置５０を前記装飾体ユニット５２に配設したときに、ＬＥＤ７４
と透明パネル６７との位置関係がズレることはなく、該ＬＥＤ７４を点灯したときには常
に図柄７０を鮮明に表示することができる。しかも、前記遮蔽部材６８に対して照明手段
６９の基板７３は、位置決め溝７２ｄに後端縁を嵌挿して位置決めすると共に前後のカバ
ー体７１,７２で挟持されるものであるから、該基板７３が位置ズレしてＬＥＤ７４の位
置がズレることもない。更に、遮蔽部材６８における前カバー体７１と後カバー体７２お
よび透明パネル６７は、図９に示す如く、前記ボス部７１ｄを貫通孔６７ｄおよび挿入穴
７２ｄに挿通する構成、第１の位置決めピン７２ｃを第１の位置決め孔６７ｅに嵌挿する
構成、および第２の位置決めピン７１ｃを第２の位置決め孔７２ａに嵌挿する構成により
相互に正確に位置決めされているから、前記基板７３に実装されているＬＥＤ７４と透明
パネル６７の左側端面とは適正な関係に保持される(図６,図７参照)。
【００５４】
　前記透明パネル６７の外周端面は、図４に示す如く、前記遮蔽部材６８、配線案内部材
５８、特別図柄表示装置４９(張出し部６１ｂ)および装飾部材２２(球通路部材３８)によ
り覆われているから、該透明パネル６７の周囲に配設されている前記各照明装置や電飾装
置４４,４５,４６からの光が透明パネル６７の外周端面から導入されて前記図柄７０が視
認可能となってしまうのは防止される。すなわち、前記装飾部材２２の左側において、左
可動演出装置４７および左電飾装置４８のみの演出を行ないたい場合に、上可動演出装置
３２や右可動演出装置３４の各照明装置、上、下および右の各電飾装置４４,４６,４５か
らの直接または間接的な光が、透明パネル６７における遮蔽部材６８で覆われていない外
周端面から導入されてしまうのを、前記配線案内部材５８、特別図柄表示装置４９および
装飾部材２２で防止することができ、意図した演出を行ない得る。しかも、透明パネル６
７における遮蔽部材６８で覆われていない外周端面を覆う配線案内部材５８、特別図柄表
示装置４９および装飾部材２２は、透明パネル６７の遮光のために専用に設けられるもの
ではなく、遊技盤１２に配設されている構成部品であるから、該配線案内部材５８、特別
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図柄表示装置４９および装飾部材２２によって透明パネル６７の存在が認識し易くなるこ
とはなく、またコストを低廉に抑えることができる。
【００５５】
　前記発光演出装置５０は、遊技者の注目度の高い前記球通過ゲート２６や球誘導部３６
が位置する装飾部材２２の左側に配設されているから、遊技領域１２ａに打込まれたパチ
ンコ球の動きを遊技者が注目している装飾部材２２の左側で、意外性のある発光演出を遊
技者に対して提供できる。しかも、発光演出装置５０および左可動演出装置４７は制御手
段により制御されるよう構成してあるから、左可動演出装置４７における回転可動体６３
の動作に関連付けて透明パネル６７の図柄７０を表示したり表示しなくすることができ、
バリエーションのある演出を行なって、遊技の興趣をより向上し得る。更に、制御手段は
前記普通図柄表示装置６２および特別図柄表示装置４９を制御するものであるから、各図
柄表示装置６２,４９に表示される図柄変動ゲームの結果等に関連付けて透明パネル６７
の図柄７０を表示したり表示しなくすることができ、演出効果をより向上し得る。
【００５６】
　前記左可動演出装置４７や透明パネル６７は、前記透明板１８の裏側において前記裏ユ
ニット１９に配設されているから、透明板１８の前側に左可動演出装置４７や透明パネル
６７が突出するものではなく、該透明板１８と前記前枠１５のガラス板との間に必要な隙
間を確保することができる。
【００５７】
(変更例)
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 実施例では、遊技盤を透明板と裏ユニットとから構成したが、合板からなる不透明な
板体を遊技盤とし、該板体に開設した開口部を可視部として、該開口部に透明パネルが臨
むように発光演出装置を板体に配設する構成を採用し得る。
(2) 実施例では、透明パネルに形成した第１の位置決め孔に嵌挿される第１の位置決めピ
ンを後カバー体に設けたが、該第１の位置決めピンを前カバー体に設けてもよい。また基
板を位置決めする位置決め溝については、前カバー体に設けたり、前後のカバー体に設け
る構成を採用し得る。更に、第２位置決めピンと第２位置決め孔との関係は、実施例とは
逆であってもよい。
(3) 実施例では、透明パネルに配設される遮蔽部材として、前後のカバー体からなる構成
としたが、該透明パネルの外周端面を覆い得るものであれば、その他の構成を採用し得る
。例えば、短手方向の断面がコ字状となる遮蔽部材の側方開口から透明パネルの側端部を
嵌挿して位置決めすると共に、遮蔽部材の対向する内側面に位置決め溝を夫々形成し、該
位置決め溝に基板を差し込むことで照明手段を基板収容空間に位置決め収容する構成であ
ってもよい。
(4) 透明パネルの形状は実施例に限定されるものでなく、配設する位置に応じて形状を設
定すればよい。
(5) 実施例では、装飾部材の左側に配設した透明パネルにおける遮蔽部材で覆われていな
い上下の端面を配線案内部材や特別図柄表示装置で覆うよう構成したが、上下の端面につ
いては構成部品で覆わない構成であってもよい。すなわち、縦長の透明パネルにおいては
、上下の端面の面積は小さく、装飾部材側に位置する縦長の右側端面を装飾部材で覆うこ
とで、装飾部材の上下および右側に配設されている発光装置からの光を、該装飾部材で遮
って図柄が表示されてしまうことを防止し得る。
(6) 実施例では、発光演出装置を装飾部材の左側に配設した場合で説明したが、該発光演
出装置は、装飾部材の上側、下側または右側に配設してもよい。この場合、透明パネルに
配設される遮蔽部材の配設位置としては、装飾部材から離間する側の端部とするのが好適
である。すなわち、透明パネルにおける装飾部材から離間する端部は、遊技盤における外
縁部側に位置することになるので、該遮蔽部材の存在が目立つことはなく、該遮蔽部材に
よって透明パネルの存在が認識し易くなるのは抑制される。
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(7) 実施例では、透明パネルの外周端面を覆う構成部品として配線案内部材、特別図柄表
示装置および装飾部材を挙げたが、構成部品としてはこれに限定されるものではなく、各
種装飾部品等、透明パネルの外周端面を覆い得るものであればよい。
(8) 実施例では、透明パネルの裏側に配設される演出装置として、回転可動体を備える可
動演出装置としたが、演出装置の可動体としては、回転ではなく、上下・左右に移動した
り揺動する等、その他の動作を行なうものであってもよい。
(9) 実施例では、透明パネルの裏側に配設される演出装置として、可動体を備える可動演
出装置としたが、液晶画面に図柄を変動表示し得る表示演出装置を採用することもできる
。
(10) 実施例では、遊技盤に配設される発光装置として、上および右の可動演出装置に配
設される照明装置や、上下および右の各電飾装置の照明装置を挙げたが、該発光装置は、
その他の部位に配設されて各種の発行演出を行なう装置を含むものであって、特に前記発
光演出装置における透明パネルの外周端面に対して光を照射するおそれのある位置に設け
られる発光装置を対象としている。
(11) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やスロッ
トマシン、あるいはパチンコ球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であって
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る裏ユニットを示す正面図である。
【図４】実施例に係る発光演出装置を装飾体ユニットに配設した状態で示す正面図である
。
【図５】実施例に係る発光演出装置の縦断側面図である。
【図６】実施例に係る発光演出装置を配線案内部材の上側で横断した平面図である。
【図７】実施例に係る発光演出装置を発光演出装置の配設位置で横断した平面図である。
【図８】実施例に係る裏ユニットの主要構成部品を示す分解斜視図である。
【図９】実施例に係る発光演出装置を示す分解斜視図である。
【図１０】実施例に係るケース体に対して発光演出装置を組付ける状態を示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
【００５９】
　１２　遊技盤
　１２ａ　遊技領域
　１４　図柄表示装置
　１８　透明板
　１９　裏ユニット
　２２　装飾部材(構成部品)
　２２ａ　開口部
　２３　始動入賞装置
　２６　球通過ゲート(ゲート)
　２７　普通図柄入球検出装置
　４２ａ　左側壁(一方の側壁)
　４４ｂ　上照明装置(発光装置)
　４５ｂ　右照明装置(発光装置)
　４６ｂ　下照明装置(発光装置)
　４９　特別図柄表示装置(構成部品)
　５８　配線案内部材(構成部品)
　６２　普通図柄表示装置
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　６７　透明パネル
　６８　遮蔽部材
　６９　照明手段
　７０　図柄
　７４　ＬＥＤ(発光体)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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